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第５２号 （平成３０年９月３日） 

障害年金センター 

第 ５ 回 ! 

 平素より年金事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 「障害年金講座」コーナーでは、市区町村の皆様方向けに、障害年金に関する窓口事務で

の注意点やよくある返戻事例等、さまざまな情報をお届けしております。 

 毎号、市区町村の皆様方の日々の業務にお役立てできるよう努めてまいりますので、今後

ともよろしくお願いいたします。 

  

さて、今回のテーマは、                             です！ 障害基礎年金 受付点検の留意点 

          「平成最後の夏」は、日本列島の

多くの地点で、連日３５℃以上を記録し、史上最も暑い

夏となりました。もうしばらく暑さは続きそうですね。 

 さて、本号では、「平成３１年分公的年金等の受給者

の扶養親族等申告書」の送付等について掲載しています。 

 また、障害年金講座では、前号に引き続き、障害基礎

年金の受付点検の留意点として、病歴・就労状況等申立

書を取り上げています。窓口ですぐに確認いただけるよ

う記載例も掲載しておりますので、是非ご活用ください。 

 引き続き、皆様方との「かけはし」となるよう連携の

強化に努めてまいりますので、ご理解とご協力をよろし

くお願いいたします。 

http://www.nenkin.go.jp/ 

アカウント名（ @Nenkin_Kikou ） 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij3rm3j93VAhWEgLwKHfh_C5UQjRwIBw&url=http://taxxreturn.com/category/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89/&psig=AFQjCNGfiPYcOUVektH6ehEiejsvb-AbIA&ust=1503019764330796
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障害基礎年金 受付点検の留意点 
 

 病歴・就労状況等申立書の記入項目の点検について、特に注意していただきたいポイントは、以下のとお
りです。各項目もれのないよう確認をお願いします。 
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①「１～５」には、発病から現

在までの状況について、期間

を空けずに記入しているか。 

 

②受診期間と受診していない

期間を分けて記入しているか。 

 

③受診期間は医療機関ごと

に分けて記入しているか。「受

診した」を○で囲んで、「医療

機関名」を記入しているか。 

 

④受診していなかった期間は、

「受診していない」を○で囲ん

でいるか。 

 

⑤同じ病院に長期間受診し

ているときは、３～５年ごとに

区切って記入しているか。 

 

⑥受診していない期間が長期

間のときは3～5年ごとに区

切って記入しているか。 

 

⑦生来性の知的障害（精神

遅滞）及び発達障害の場合

は、生まれてから小学校入学

前、小学校低学年、小学校

高学年、中学生、高校生など、

ある程度時期を区切って記入

しているか。 

 

⑧受診状況等証明書、診断

書と整合性があるか。 

 

⑨「心房細動」と「脳梗塞」※

など、相当因果関係の有無を

確認すべき既往症や受診歴

（前医）があれば、既往症

についても、別途病歴・就労

状況等申立書が作成されて

いるか。※かけはし第４８号

４頁参照。 

初めて診療を受けた日を記
入しているか。（生来性の
知的障害「精神遅滞」の場

合は出生日。）請求書㋖
欄と同じか。 

自覚症状が現れた日を記入しているか。 
 
 ・健康診断等で異常が発見された場合は、異常を指摘された日。 

 ・先天性疾患の場合は、症状を自覚したとき、または、検査で異常が発見された日。 
 ・生来性の知的障害（精神遅滞）の場合は出生日。 

診断書の傷病（障害年金
を請求する傷病）を記入し
ているか。 

・受診していない期間に
ついても記入しているか。 
（受診しなかった理由、

自覚症状の程度、日常
生活の状況等を詳しく
記入しているか。） 

 
・項目が不足する場合
は、次頁「続紙」を活用

してすべての期間を記入
しているか。 
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障害認定日による請求の場合、
年月日を記入しているか。 

１.障害認定日頃の状況 
 
障害認定日による請求の場

合は記入しているか。 
（事後重症による請求の場
合は記入不要。） 

就労していない（していな
かった）場合 
 

休職中だった場合も記入し
ているか。 

２.現在（請求日頃）の
状況 
 

事後重症による請求の場
合は記入しているか。 
（障害認定日による請求

の場合でも、障害認定日
から１年以上経過して請
求する場合は記入している

か。） 

障害者手帳が交付されてい
る場合は、記入しているか。 
（記入がある場合、障害者

手帳のコピーの添付をお願い
します。） 

請求者の住所、氏名、電
話番号を記入しているか。 
（代理人が作成または代

筆の場合は、代筆者の氏
名、請求者から見た続柄の
記入があり、請求者の押印

があるか。） 

就労していた（している）場合 
仕事の内容や通勤方法、出勤日数などを具体的に記入し
ているか。 

 
 ＜記入例＞ 
 職   種：飲食店で接客業務、一般企業での事務職、 

         建設会社での現場作業員 
 通勤方法：電車とバスで片道１時間１０分 
 出勤日数：前月１５日、前々月２０日       など 
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項目欄が不足する場合は、続紙を活用しているか。 

【枚数について】 
複数枚記入した場合は、順番と作成枚数を数字で記入しているか。 
 

＜例＞全部で２枚作成した場合 
    １枚目 → NO.１-２枚中 
    ２枚目 → NO.２-２枚中 

【記入全般について】 
 
①ボールペンで記入して

いるか。（鉛筆や、消せ
るペン等で記入していな
いか。） 

 
②記入内容を訂正
（修正液、修正テープ

等も含む）している場
合は、訂正印を押印し
ているか。 

続紙についても、請求者
の住所、氏名、電話番
号を記入しているか。 

（代理人が作成または
代筆の場合は、代筆者
の氏名、請求者から見

た続柄の記入があり、請
求 者 の 押 印 が あ る
か。） 
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記載例（その１） 

１ ２ 

精神遅滞 

10  ７    ２ 10  ７    ２ 

３才になっても言葉を発しなかった。 
療育センターに相談したところ、知的障害と言われた。 

新しい場所が苦手で、学校に慣れるのにも数か月かかった。 
着替えも手伝いが必要。 
 

漢字は書けない。 
2ケタの計算はできない。 
担任の先生や数人の友人とは会話ができるようになった。 
 
 

季節に合った服を選べず、母親が毎日服を選んでいる。 
思っていることが言葉で説明できなく、イライラして家族に
当たり散らすことがある。 
 
 
 

支援学校に通学。 
お小遣いを渡すとおやつ・ジュース代ですぐ使ってしまう。 
予定変更があるとパニックになってしまう。 
 
 
 
 

17  ４  １ 

10  ７  ２ 

20  ３   31 

17  ４  １ 

23  ３   31 

20  ４  １ 

26  ３   31 

23  ４  １ 

29  ３   31 

26  ４  １ 

小学校１年生～小学校３年生 

小学校４年生～小学校６年生 

中学生 

高校生 
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記載例（その１） 

30  ７    １ 

箱詰め作業（就労支援施設） 

徒歩 10 

20             20   

とても疲れている。 

ひとりで乗り物に乗れないため、親が常に 
ついていなければならない。 

16  ６    １ B1 

30   ７    ２ 

国年 里子 年金 よし子 

姉 

○○市○○１丁目２ 

年金 
○○○ ○○○ ○○○○  
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記載例（その１） 

２ ２ 

精神遅滞 

30  ６  ３ 

29  ４  １ 

高校卒業後は就労支援施設で働いている。 
指導者のもとで箱詰め作業をしている。 
お金の管理は親がしている。 

障害年金の手続きのため受診した。 30  ６   18 

30  ６  ４ 

30 ６   18 
   現   在 家事は一切できない。 

母の指示で料理をテーブルに並べる程度。 
入浴も満足に身体を洗うことができないため、時々母が身体
を洗っている。 

△△大学病院 
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記載例（その１） 

30   ７    ２ 

国年 里子 年金 よし子 

姉 

○○市○○１丁目２ 

年金 ○○○ ○○○ ○○○○  
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記載例（その２） 

１ １ 

うつ病 

25  ３    頃 25  ６    ３ 

25   ６  ２ 

25   ３  １ 

夜、寝つけないことが多くなった。 
朝になっても布団から出られなくなり、何日も仕事を休んだ
りした。 
心配した母親に連れられて受診した。 

25   ７   25 

25   ６   ３ 

□□心のクリニック 

軽いうつ病と診断され、薬を処方され飲んだ。 
２週間ごとに通院したが、そのうち億劫になり通院をやめて
しまった。 

25   12  19 

25   ７   26 

体調はすぐれなかったが、無理して仕事に行っていた。 
次第に仕事を休むことが増え、退職した。 
退職した後は、一日中部屋に閉じこもっていた。 
家族に促され精神科を受診することにした。 

薬を処方され月１回受診することになった。 
思ったように予約が取れなく、また、自宅から遠かったため、
自宅近くの病院に変えた。 

２週間ごとに通院。 
掃除、洗濯などすべて母親にやってもらっている。 
調子の良い時は母親と一緒に外出するが、それ以外はずっと
部屋にいる。 

△△大学病院 

○○メンタルクリニック 

27   ３   ８ 

25   12  20 

   現   在 

27   ３   ９ 
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 平素より年金事業にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 平成３０年度（平成３０年９月から平成３１年３月）に、日本年金機構において実施

を予定している取組事業や各種発送物の送付時期につきまして、下記のとおりお知らせ

いたします。 

 ※ 変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

（ ●…毎年定例の実施分  ●…今回限りの単発実施分  ●…新規の実施分 ） 

機構からの連絡 

平成３０年度における各種取組事業のスケジュールについて 
                         （事業推進統括部 市区町村連携グループ） 
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  平成３０年９月 

● 平成３１年分扶養親族等申告書の送付 

→ 詳細は、本誌１２頁～１５頁をご確認ください。 

● 国民年金保険料の５年後納制度終了（９月末） 

→ 詳細は、本誌１６頁をご確認ください。 

  平成３０年１０月 

● 国民年金未納保険料納付勧奨通知書（催告状）の送付 

 

  平成３０年１１月 

● 社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の送付 

→ 詳細は、本誌１７頁をご確認ください。 

● 国民年金保険料特定付加保険料制度のお知らせの送付 

→ 詳細は、本誌１８頁～２５頁をご確認ください。 

● ねんきん月間・年金の日（１１月３０日） 

→ 詳細は、本誌２６頁をご確認ください。 
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  平成３１年１月 

● 国民年金保険料について、インターネット上でクレジットカード決済ができる 

  サービスの開始 

● 口座振替利用促進の勧奨の実施 

● 平成３０年分公的年金等の源泉徴収票の送付（年次分） 

  平成３１年３月 

● 国民年金の特定付加保険料制度終了（３月末） 

● 年度末収納対策用納付書の送付 

  平成３１年２月 

● 社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の送付 

● 国民年金未納保険料納付勧奨通知書（催告状）の送付 

  平成３０年１２月 

● 年末収納対策用納付書の送付 
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「平成３１年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を送付します 
（年金給付部） 

 平成３０年９月１８日（火）から、順次、下記の送付対象者宛て平成３１年分扶養親
族等申告書（以下「申告書」という。）を送付します。 
 ９月から１０月にかけて送付する方の提出期限は平成３０年１０月３１日（水）です。 
 
  
＜送付対象者＞ 
 
老齢または退職を支給事由としている年金の支給額が以下に該当する方です。 
• ６５歳未満の方：１０８万円以上 
• ６５歳以上の方：１５８万円以上（退職共済年金（JR、JT、NTT、農林共済）の受

給者であって、老齢基礎年金が支給されている方の場合は、退職共済年金の支給額が
８０万円以上） 

 
 
＜記入における注意点＞ 
 
扶養している親族がいない方も提出が必要です。 
 提出することで、所得税率が、５.１０５％（提出しないと１０.２１％）となるため、
必ず提出するようにしてください。 
 
前年の申告から変更がない場合は、その旨以外の記入は不要です。 
 平成３０年分の申告書を提出いただいた方には、予め平成３０年分の申告内容を印刷
しています。 
 前年（平成３０年分）の申告内容から「変更なし」の場合、申告書左上にある、ア．
「前年から「変更なし」で申告します。」に○を付し、署名、捺印のうえ提出してくだ
さい。 
 その他の項目は記入不要です。 
 
Ｂ欄（控除対象となる配偶者）について 
 新たに配偶者を控除対象とする場合、申告書に同封しているリーフレットをご覧いた
だき、配偶者が控除対象となるか確認のうえ、必要事項の記入をお願いします。 
 申告書のＢ欄（配偶者欄）にある「配偶者の区分」欄の記入は必須です。 
 
Ｃ欄（扶養親族）について 
 新たに扶養する親族がいる場合、申告書に同封しているリーフレットをご覧いただき、
必要事項の記入をお願いします。 
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送付対象者 

記入における注意点 
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＜マイナンバーの記入について＞ 
 
受給者ご本人のマイナンバーの記入は不要となりました。 
 昨年（平成３０年分）の申告書においては、受給者ご本人のマイナンバーを記入いただき、マ
イナンバーが確認できる書類のコピーを添付いただきましたが、所得税法施行規則の改正により、
平成３１年分の申告書においては、受給者ご本人のマイナンバーの記入は不要となりました。 
 お送りする申告書も記入欄を削除しています。マイナンバーが確認できる書類のコピーも必要
ありません。 

 
配偶者・扶養親族のマイナンバーの記入は省略できる場合があります。 
• 平成３０年分の申告書において、控除対象となる配偶者・扶養親族のマイナンバーを

記入していただいている方は、平成３１年分においては、マイナンバーの記入は省略
できます。この場合、申告書のマイナンバー欄には「収録済」と印刷され、記入欄に
「＊」が印刷されています。 

 
• 平成３０年分の申告書において、控除対象となる配偶者・扶養親族のマイナンバーを

記入していただいていない方は、マイナンバーの記入をお願いします（マイナンバー
が確認できる書類のコピーの添付は不要です）。なお、マイナンバーの記入がない場
合でも、機構は申告書を受理し、申告内容に基づいて源泉徴収を行います。 

 
※ その他の記入方法は、同封しているリーフレットを参照してください。 
 
 
＜ご不明な点がある場合＞ 
 
 申告書に関する概要、記入方法、よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）等について、日本年金機
構ホームページ（http://www.nenkin.go.jp/）に掲載していますので、ご利用くださ
い。 
 また、扶養親族等申告書に関するご不明な点がある場合のお問い合わせ先として、
「扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル」を設置します。 
 お近くの年金事務所と併せてご案内ください。 
※「扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル」は、９月２０日（木）より開始します。 
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「扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル」 

ナビダイヤル                ０５７０-０８１-２４０ 

０５０から始まる電話の場合 （東京）０３-６８３７-９９３２ 

 
 受付時間： 月曜日    午前８：３０～午後７：００ 
       火～金曜日  午前８：３０～午後５：１５ 
       （月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後７時まで） 
       第２土曜日  午前９：３０～午後４：００ 
       ※祝日（第２土曜日を除く）、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません。 

マイナンバーの記入について 

ご不明な点がある場合 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG48LQ59rVAhXMXLwKHY36CG4QjRwIBw&url=https://pixta.jp/tags/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89?search_type%3D2&psig=AFQjCNHQ6pv8VilEXm2YGy43el_qDC6UKQ&ust=1502940443601086
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平成３１年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 （おもて面） 
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裏面

〒ｘｘｘ-ｘｘｘｘ

杉並区　高井戸西　ｘ－○○ー△△

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年金　太郎　　　様

QR

1.同居

2.別居

1.普通障害

2.特別障害

１．特定　　2.老人

1.同居

2.別居

1.普通障害

2.特別障害

1明 3大

5昭 7平

１．特定　　2.老人

1.同居

2.別居

1.普通障害

2.特別障害

1.同居

2.別居

1.普通障害

2.特別障害

 
 年  月   日

3.子
4.孫
5.父母・祖父母
6.兄弟姉妹
7.その他
8.甥姪等
9.三親等以内の親族

1明 3大

5昭 7平

１．特定　　2.老人

 
 年  月   日

1明 3大

5昭 7平

１．特定　　2.老人

 
 年  月   日

3.子
4.孫
5.父母・祖父母
6.兄弟姉妹
7.その他
8.甥姪等
9.三親等以内の親族

3.子
4.孫
5.父母・祖父母
6.兄弟姉妹
7.その他
8.甥姪等
9.三親等以内の親族

種　別

1.同居

2.別居

1.普通障害

2.特別障害
１．特定　　2.老人

1明 3大

5昭 7平

1明 3大

5昭 7平

年間所得
の見積額

 同居・別
居の区分

障害
該当なしの場合
は記入不要

生年月日控除対象扶養親族（１６歳以上）
または扶養親族（１６歳未満）※

続柄

年  月  日

3.子
4.孫
5.父母・祖父母
6.兄弟姉妹
7.その他
8.甥姪等
9.三親等以内の親族

 
 年  月  日

3.子
4.孫
5.父母・祖父母
6.兄弟姉妹
7.その他
8.甥姪等
9.三親等以内の親族

氏 名

1.同居

2.別居

1.普通障害

2.特別障害

1明 3大

5昭 7平

１．特定　　2.老人

 
 年  月   日

3.子
4.孫
5.父母・祖父母
6.兄弟姉妹
7.その他
8.甥姪等
9.三親等以内の親族

氏 名

氏 名

氏 名

氏 名

氏 名

氏 名

ﾌﾘｶﾞﾅ

９

38万円
以下

38万円
超

38万円
以下

38万円
超

38万円
以下

38万円
超

38万円
以下

38万円
超

38万円
以下

38万円
超

38万円
以下

38万円
超

個人番号
（マイナンバー）

個人番号
（マイナンバー）

個人番号
（マイナンバー）

個人番号
（マイナンバー）

個人番号
（マイナンバー）

個人番号
（マイナンバー）

　　扶　養　親　族 （ 続 き ）Ｃ 11 12 13

摘要

１４

　　摘　要　欄Ｄ

※扶養親族（16歳未満）の記載は、地方税法第４５条の３の３および第３１ 
　　７条の３の３の規定による「公的年金等受給者の扶養親族申告書」　　
　　の記載を兼ねています。

（年金の支払者）　
官署支出官　厚生労働省年金局事業企画課長

　法人番号　6000012070001

10

個人番号（マイナンバー）が確認できる書類の添
付は必要ありません。

個人番号（マイナンバー）の記入がない場合で
も、記入がないことのみをもって申告書を受理し
ないことはありません。

個人番号（マイナンバー）を記入することで、翌
年以降は記入が不要になります。

ご記入の際は、

「扶養親族等申告書の手引き」
をよくお読みください。

平成３１年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 （うら面） 



16 

後納制度の利用期限は平成３０年９月３０日までです 
（事業推進統括部） 

 「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」に

基づき、過去５年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる後納制度が

平成２７年１０月１日から平成３０年９月３０日までの３年間に限り実施されています。 

 

 後納制度を利用することで年金額を増やすことや、年金の受給ができなかった方が受

給資格を得られることがあります。 

 従来、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算

した資格期間が原則として２５年以上必要でしたが、平成２９年８月からは、資格期間

が１０年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。そのため、後

納制度を利用し不足している保険料を納めることにより、年金の受給ができなかった方

が受給資格を得られる可能性があります。 

 ただし、すでに老齢基礎年金を受給している方などは、後納制度の利用はできません。 

 

 間もなく制度終了となります。後納制度を希望されるお客様からのご照会がありまし

たら、平成３０年９月２８日（金）までに申込みが必要となりますので、お近くの年金

事務所へお問い合わせいただくようご案内ください。 

September2018＜Vol.５2＞    
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「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます 
 ～～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～～        （事業推進統括部） 

 国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象と
なります。その年の１月１日から１２月３１日までに納付した保険料が対象となります。 
 
 社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けら
れています。 
 このため、平成３０年１月１日から１０月１日までの間に国民年金保険料を納付され
た方へ、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」を本年１１月上旬に日本年金機
構本部から送付する予定としていますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明
書（又は領収証書）を添付してください。 
 ただし、９月下旬から１０月上旬にかけてコンビニエンスストアで保険料を納付され
た一部の方は、 １１月中旬に「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」を送付する
予定としていますので、ご承知願います。 
  
 また、平成３０年１０月２日から１２月３１日までの間に今年はじめて国民年金保険
料を納付された方については、翌年の２月上旬に送付する予定としています。 
 
 なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加え
ることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してくださ
い。 
 「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のハ
ガキに表示されている電話番号にお問い合わせください。 
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問い合わせ先の名称  ねんきん加入者ダイヤル 
電話番号          （ナビダイヤル）０５７０－００３－００４ 

  ０５０から始まる電話の場合は、（東京）０３－６６３０－２５２５ 
 

〈受付期間〉 

 平成３０年１１月１日（木）～平成３１年３月１５日（金） 

 

〈受付時間〉 

 ・月～金曜日   午前８：３０～午後７：００ 

 ・第２土曜日   午前９：００～午後５：００ 

 ・祝日（第２土曜日を除く）、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません。 

 

ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内通話料

金でご利用いただけます。ただし、一般の固定電話以外（携帯電話等）からおかけになる

場合は通常の通話料金がかかります。 

「０３－６６３０－２５２５」の電話番号におかけになる場合は、通常の通話料金がかか

ります。 

「０５７０」の最初の「０」を省略したり、市外局番をつけて間違い電話になっている

ケースが発生していますので、おかけ間違いにはご注意ください。  
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特定付加保険料の再勧奨を実施します 
（事業推進統括部） 
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再勧奨対象者 
◇約９６,０００件 

◇平成３０年１１月発送予定 

※お知らせは平成３０年９月８日から平成３０年９月９日時点の記録より抽出しています。 

特定付加保険料の留意点 
特定付加保険料の額は、通常の保険料と同額の４００円となります。 

特定付加保険料の納付対象となる期間は、特定付加保険料の納付申込みを受付

し審査した結果、承認の日の属する月から遡って１０年以内の期間となります。

したがって、平成３０年１１月において特定付加保険料の承認が行われた場合、

最も古い納付対象月は平成２０年１１月分となります。 

 「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」が

公布され、平成２８年４月１日より特定付加保険料制度が始まりました。 

 対象の方は、付加保険料を納期限までに納付しなかったことによる、みなし辞退※の

適用を受けなかったならば、付加保険料を納付できる方、また、納期限経過後に納付し

ている付加保険料であって、本来は辞退申出があったとして還付すべき保険料を納付す

べき付加保険料と相殺することができる方を対象としています。 

※ 付加保険料が納付期限（翌月末日）までに納付されなかった場合、法律により付加保険料の納付を辞退

したとみなすこと。（この規定は、平成２６年４月１日に廃止されています。） 

 

 平成２８年２月に「国民年金特定付加保険料の事前お知らせ兼特例納付申込書」を対

象者約４９.１万件に、平成２９年９月に申込書未提出の方（約１４.８万人）に、お知ら

せ再勧奨を実施し、約３８万人の方から申込みをいただいております。 

 市区町村の皆様におかれましては、相談に来られたお客様対応等ご協力いただき感謝

を申し上げます。 

 

 本制度は、平成３１年３月３１日までの時限措置であることから、平成２０年１１月

以降の特定付加対象期間を有する方（死亡者除く）に再勧奨を実施いたします。 

 国民年金特定付加保険料のお知らせ兼特例納付申込書及び制度周知用リーフレットの

見本は、本誌１９頁～２５頁を参照してください。 

※ 
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国民年金特定付加保険料のお知らせ兼特例納付申込書（見本） 表面（左） 



20 September2018＜Vol.５2＞    

国民年金特定付加保険料のお知らせ兼特例納付申込書（見本） 表面（右） 

国民年金特定付加保険料のお知らせ兼特例納付申込書（見本） 裏面（左） 
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国民年金特定付加保険料のお知らせ兼特例納付申込書（見本） 裏面（右） 
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制度周知用リーフレット（見本）１頁目 



23 September2018＜Vol.５2＞    

制度周知用リーフレット（見本）２頁目 



24 September2018＜Vol.５2＞    

制度周知用リーフレット（見本）３頁目 



25 September2018＜Vol.５2＞    

制度周知用リーフレット（見本）４頁目 
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１１月は「ねんきん月間」、１１月３０日（いいみらい）は「年金の日」です！ 
（相談・サービス推進部） 

 日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年１１月を「ねんきん月間」と位置付
け、国民の皆様に公的年金制度に対する理解を深めていただくための普及・啓発活動を
行います。 

 主な活動例は、以下のとおりです。 

 ◆市役所・町役場、商業施設等で「出張年金相談窓口」を開設し、年金相談を実施 

 ◆大学・高校などの教育機関や事業所等へ出向き、「年金セミナー」や「年金制度 

  説明会」を開催 

 ◆公的年金制度とのかかわりについて「わたしと年金」をテーマにしたエッセイ 

  の募集 

 ◆「年金委員」（※）の皆様の表彰式 

 
      
 
 
 
 
  また、１１月３０日は、ご自身の年金記録や年金受給見込額を確認し、老後の生活
設計に思いを巡らしていただく「年金の日」です。 
 ぜひ、この機会に「ねんきんネット」をご利用いただき、ご自身の年金記録の定期的
な確認や年金見込額を試算してください。「ねんきんネット」のご利用登録は、日本年
金機構ホームページからお願いします。 
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（※）「年金委員」とは 

 年金の制度や手続きについて、会社や地域で周知・啓発、相談、助言などの活動を行う民間協力員です。    

 年金委員は、活動により『職域型』と『地域型』の２つに区分されます。『職域型』は主に厚生年金保険の
適用事業所内で、『地域型』は自治会などの地域において活動いただいております。 

「ねんきん月間」の期間中は、下記のマーク等を付したポスターの掲示やチラシの配布を行います。 
各自治体の皆様方におかれましても、主旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。 

  ねんきん太郎 
「ねんきんネット｣マスコット 

「ねんきんネット」は、本誌２８頁～２９頁でも紹介しています。 
併せてご参照ください！ 

http://www.nenkin.go.jp/n_net/ 
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「マイナンバー未収録者リスト」による確認及び報告のお願い 
（年金記録企画部） 

 平成３０年８月３１日（金）に、日本年金機構（以下「機構」という。）において、

マイナンバーと基礎年金番号を紐付けすることができない被保険者（以下「未収録者」

という。）が存在する市区町村様宛てに、機構が管理する未収録者の情報を収録した

「マイナンバー未収録者リスト」を送付しています。 

 

 「マイナンバー未収録者リスト」に収録した情報と住民票情報の相違等の確認と、相

違等を解消するための関係報告書等の提出についてご協力をお願いいたします。 

 なお、機構への関係報告書等の提出期限は、平成３０年１２月２８日（金）です。 

 また、関係報告書等の提出には、通常の報告で使用される報告様式（又は電子媒体）

をご使用ください。 

 

 機構が住民票と一致する被保険者情報を管理することで、住民基本台帳ネットワーク

システムへの確認による未収録者の解消に繋がるため、業務ご多忙のところ大変恐れ入

りますが、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、ご不明な点がございましたら、管轄の年金事務所にお問い合わせください。 

 

 

 

September2018＜Vol.５2＞    
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あなたの年金 簡単便利な ねんきんネットで！ 
（事業企画部） 

 「ねんきんネット」は、お客様がご自身の年金の情報を手軽に確認できるサービスで

す。２４時間いつでもどこでも、パソコンやスマートフォンからご自身の年金情報を確

認することが出来ます。 

 「年金記録の確認」及び「年金見込額試算」機能を紹介しますので、是非お客様へご

利用をお勧めいただきますようお願いします。 
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ご自身の年金記録の確認ができます！ 

 ご自宅のパソコンやスマートフォンで、２４時間いつでも最新の年金記録を確認でき

ます。また、国民年金保険料を納付していない期間や厚生年金保険の標準報酬月額に大

幅な変更があるなど、特にご確認頂きたい年金記録がある月は、カラーでわかりやすく

表示しています。 

 また、ご自身の年金記録や保険料納付額、年金見込額（年額）を一覧で確認できる画

面もあり、一目でさまざまな情報を確認いただけます。 

 ※共済記録も確認できるようになりました。 

 

 

 

おかげさまで、平成２３年のサービス開始以来、 

ユーザーＩＤ取得件数が５００万ＩＤを突破しました！ 
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 「かんたん試算」では、現在と同じ条件で、６０歳まで年金制度に加入し続けるとい

う条件を自動設定して、素早く見込額を試算することができます。 

 また、お客様ご自身でさまざまな条件を設定いただくことで、将来受け取る老齢年金

の見込額を試算できます。質問に答えていただくことや詳細な条件を入力ことで、より

細やかな試算ができ、試算条件や結果を保存することができます。 
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簡単に年金見込額が計算できます！ 

「ねんきんネット」に関するお問い合わせは… 
 ねんきんダイヤル（ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号）へ！ 

（ナビダイヤル） ０５７０－０５８－５５５ 
 あわせて「ねんきんネット」ホームページもご確認ください。 

http://www.nenkin.go.jp/n_net/ 



30 

納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！ 

広報の広場 
市区町村広報紙の原稿にご利用ください！ 

September2018＜Vol.５2＞    

 日本年金機構の全国の年金事務所では、年金相談や年金請求手続きについて、「事

前予約」を行っています。お待たせ時間の少ない「予約相談」をぜひご利用ください。 

 

 予約相談希望日の１か月前から前日まで受付しています。 

 お申込みの際は、基礎年金番号のわかるもの（年金手帳や年金証書など）をご用意く

ださい。 

 

 ご予約方法は、全国共通の予約専用受付電話「０５７０－０５－４８９０」、または、

お近くの年金事務所に、電話・来訪時にお申込みください。 

年金相談・お手続きの際は、ぜひご予約を！ 

 国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納

めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減さ

れます。 

 

 控除の対象となるのは、平成３０年１月から１２月までに納められた保険料の全額です。

過去の年度分や追納された保険料も含まれます。 

 また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族（配偶者やお子様等）の負担すべき国民年

金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。 

 なお、平成３０年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるため

には、年末調整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する

書類の添付が必要となります。 

 このため、平成３０年１月１日から１０月１日までの間に国民年金保険料を納付された

方には、１１月上旬に日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が

送られる予定ですので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付して

ください。（９月下旬から１０月上旬にかけてコンビニエンスストアで国民年金保険料を

納付された一部の方は、１１月中旬頃送られる予定です。） 

 また、平成３０年１０月２日から１２月３１日までの間に、今年はじめて国民年金保険

料を納められた方へは、翌年の２月上旬に送られる予定です。 

 

 税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い

味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。 
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 台風にも一つ一つ名前があるのをご存じでしょうか。「ハト」「ウサギ」「クジ

ラ」「コグマ」「カジキ」「トカゲ」。これらはすべて、台風委員会加盟国の日本が

命名したものです。他にも、「何故これが選ばれたのだろう？」と思わずにはいられ

ないユニークな名前が１３０個以上もあります。是非調べてみてはいかがでしょうか。 

 さて、「かけはし」は、これからも皆様方のご意見・ご要望をいただきながら、様々

な情報を提供していきたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。 
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